
2023 年 7 月 31 日 

LINE 証券株式会社 

 

LINE CFD の書面改定について 

 

「LINE CFD 取引の契約締結前交付書面」「LINE CFD 取引約款」および「LINECFD 取引ルール」を

下記のとおり改定いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1.改定日 

2023 年 8 月 31 日 

 

2.改定内容 

2023 年 8 月 31 日以降に交付する取引残高報告書について、交付する条件の変更を行います。これ

に伴い、「LINE CFD 取引の契約締結前交付書面」および「LINE CFD 取引約款」の改訂を行います。

また、「LINE CFD 取引ルール＞10.調整金」について、軽微な修正を行います。 

 

3.対象書面 

・LINE CFD 取引の契約締結前交付書面 

・LINE CFD 取引約款 

・LINECFD 取引ルール 

 

 

 

 

書面の変更についての詳細につきましては、次ページ以降の新旧対照表、および新規追加書面をご参照

ください。 

改定後の書面は、改定日以降、ご利用ガイドよりご覧ください。 

以上



LINE CFD 取引の契約締結前交付書面 

※改定箇所は下線 

旧 新 

LINE CFD 取引のリスク等について 

（兼 金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項）

（現行どおり） 

 

LINE CFD 取引の概要と仕組みについて 

１.～5.（現行どおり） 

 

6.電磁的方法による書面の交付について 

当社は、お客様に対し、次の書面を電磁的方法により交付

します。 

1.証拠金受領証 

当社がお客様から証拠金を受領したときに交付します 

2.取引報告書・決済報告書 

取引が成立したときに交付します 

3.取引残高報告書 

毎月交付致します。報告対象期間において成立した取引の

内容ならびに対象期間末日における建玉、証拠金の残高を

記載した書面です。 

 

 

 

7.～8.（現行どおり） 

 

7．契約の解約事由について 

 

LINE CFD 取引に関する禁止行為 

（現行どおり） 

 

CFD 取引に関する主要な用語 

（現行どおり） 

 

金銭の預託 

（現行どおり） 

 

当社の概要について 

（現行どおり） 

LINE CFD 取引のリスク等について 

（兼 金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項）

（現行どおり） 

 

LINE CFD 取引の概要と仕組みについて 

１.～5.（現行どおり） 

 

6.電磁的方法による書面の交付について 

当社は、お客様に対し、次の書面を電磁的方法により交付

します。 

1.証拠金受領証 

当社がお客様から証拠金を受領したときに交付します 

2.取引報告書・決済報告書 

取引が成立したときに交付します 

3.取引残高報告書 

報告対象期間において成立した取引の内容ならびに対象

期間末日における建玉、証拠金の残高を記載した書面を毎

月交付します。ただし、対象期間内にお取引や入出金がな

い場合、月末時点で建玉を保有されていない場合には交付

を省略することがあります。 

 

7.～8.（現行どおり） 

 

9．契約の解約事由について 

 

LINE CFD 取引に関する禁止行為 

（現行どおり） 

 

CFD 取引に関する主要な用語 

（現行どおり） 

 

金銭の預託 

（現行どおり） 

 

当社の概要について 

（現行どおり） 



 

お取引内容に関するお問い合わせ等について 

（現行どおり） 

 

指定紛争解決機関のご利用について 

（現行どおり） 

 

 

お取引内容に関するお問い合わせ等について 

（現行どおり） 

 

指定紛争解決機関のご利用について 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

  



LINE CFD取引約款 

※改定箇所は下線 

旧 新 

第 1 条～第 22 条 

（現行どおり） 

 

 

第 23 条（取引報告書等） 

1.取引証拠金の差入れが行われたときは、当社はお客様に

証拠金受領書を遅滞なくお渡しいたします（電磁的な方法

による交付を含みます。以下、本条において同じです）。 

2.本取引が成立したときは、当社はお客様に取引報告書を

遅滞なくお渡しします。 

3.当社はお客様に毎月、期間内の取引の経過および月末の

取引証拠金の残高を記した取引残高報告書をお渡ししま

す。 

4.当社がお客様に取引残高報告書をお渡しした後、15 日

以内にご連絡がなかった場合は、お客様が記載事項すべて

についてご承諾いただいたものとみなします。このため、

取引残高報告書を受取ったときは、速やかに内容を確認し

てください。 

5.当社からの報告書や連絡の内容、その他本サービスを利

用したお取引に関して不審な点があるときは、当社まで速

やかにお問合せください。 

 

 

 

第 24 条～第 35 条 

（現行どおり） 

 

第 1 条～第 22 条 

（現行どおり） 

 

 

第 23 条（取引報告書等） 

1.取引証拠金の差入れが行われたときは、当社はお客様に

証拠金受領書を遅滞なくお渡しいたします（電磁的な方法

による交付を含みます。以下、本条において同じです）。 

2.本取引が成立したときは、当社はお客様に取引報告書を

遅滞なくお渡しします。 

3.当社はお客様に毎月、期間内の取引の経過および月末の

取引証拠金の残高を記した取引残高報告書をお渡ししま

す。ただし、対象期間内にお取引や入出金がない場合、月

末時点で建玉を保有されていない場合には交付を省略す

ることがあります。 

4.当社がお客様に取引残高報告書をお渡しした後、15 日

以内にご連絡がなかった場合は、お客様が記載事項すべて

についてご承諾いただいたものとみなします。このため、

取引残高報告書を受取ったときは、速やかに内容を確認し

てください。 

5.当社からの報告書や連絡の内容、その他本サービスを利

用したお取引に関して不審な点があるときは、当社まで速

やかにお問合せください。 

 

第 24 条～第 35 条 

（現行どおり） 

 

 

  



LINECFD取引ルール 

※改定箇所は下線 

旧 新 

1.～9. 

（現行どおり） 

 

10.調整金 

(1) （現行どおり）  

(2)配当調整金 

個別株式および ETF を参照原資産とする CFD の建玉

を保有した状態で、配当または分配金等のある権利付最終

日を跨ぐと、配当調整金が発生します。 

買い建玉の場合は受取り、売り建玉の場合は支払いとな

ります。 

配当調整金の金額（税引後）は個別銘柄の詳細画面で確

認できます。 

配当調整金は建玉に付与されず、お客様の CFD 口座に

付与されます。 

配当調整金は、原資産市場で現物株式または ETF を保

有していた場合の配当金や分配金等と比べ、不利になる場

合があります。 

配当調整金の金額は、情報ベンダー等からの情報を基に

各国の所得税等を加味して決定します。そのため発行会社

等が発表している数値と異なる場合があります。 

株式配当の場合においては、当社にて当該株式を売却した

後、売却価格を基にお客様の CFD 口座へ金銭にて受け払

いを行います。 

※発生日が取引日当日を跨いでいない配当調整額は、当社

CFD サイト等に掲載している掲載日時点の予定額であ

り、該当取引日の取引終了までに変更される場合がありま

す。 

 

①日本株を参照原資産とする CFD 

予想配当額を基に配当調整金を決定します。 

現金配当については原則として権利付最終日の取引終了

時点で受け払いを行います。 

②米国株および米国ＥＴＦを参照原資産とする CFD 

確定配当または分配金額を基に配当調整金を決定します。 

米国税制における源泉徴収が適用される銘柄は、当社にて

1.～9. 

（現行どおり） 

 

10.調整金 

(1) （現行どおり） 

(2)配当調整金 

個別株式および ETF を参照原資産とする CFD の建玉

を保有した状態で、配当または分配金等のある権利付最終

日を跨ぐと、配当調整金が発生します。 

買い建玉の場合は受取り、売り建玉の場合は支払いとな

ります。 

配当調整金の金額（税引後）は個別銘柄の詳細画面で確

認できます。 

配当調整金は建玉に付与されず、お客様の CFD 口座に

付与されます。 

配当調整金は、原資産市場で現物株式または ETF を保

有していた場合の配当金や分配金等と比べ、不利になる場

合があります。 

配当調整金の金額は、情報ベンダー等からの情報を基に

各国の所得税等を加味して決定します。そのため発行会社

等が発表している数値と異なる場合があります。 

株式配当の場合においては、当社にて当該株式を売却した

後、売却価格を基にお客様の CFD 口座へ金銭にて受け払

いを行います。 

※発生日が取引日当日を跨いでいない配当調整額は、当社

CFD サイト等に掲載している掲載日時点の予定額であ

り、該当取引日の取引終了までに変更される場合がありま

す。 

 

①日本株を参照原資産とする CFD 

予想配当額を基に配当調整金を決定します。 

配当調整金の権利付最終日は発生日における日本株取引

終了時点(14：50)となり、原則として発生日における米

国株取引終了後※に受け払いを行います。 

※米国標準時間の場合 6：50、米国夏時間の場合 5：50 

 



源泉徴収を行います。 

現金配当については原則として権利付最終日の翌取引日

の米国市場開場前に受け払いを行います。 

配当調整金の円換算時は市場実勢に基づき当社が LINE 

CFD 向けに生成する為替レートを使用します。当該レー

トは銘柄詳細画面で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.～15. 

（現行どおり） 

 

②米国株および米国ＥＴＦを参照原資産とする CFD 

確定配当または分配金額を基に配当調整金を決定します。 

米国税制における源泉徴収が適用される銘柄は、当社にて

源泉徴収を行います。 

配当調整金の権利付最終日は発生日の前営業日における

米国株取引終了時点※となり、原則として権利付最終日の

翌取引日(発生日)の米国市場開場前に受け払いを行いま

す。 

配当調整金の円換算時は市場実勢に基づき当社が LINE 

CFD 向けに生成する為替レートを使用します。当該レー

トは銘柄詳細画面で確認できます。 

 

※米国標準時間の場合 5：50、米国夏時間の場合 4：50 

 

11.～15. 

（現行どおり） 
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